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広告掲載サービス利用規約 

 

この規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社ＵＳＥＮ（以下「当社」といいます。）

が運営するウェブサイト及びその他のサービスにおいて提供する広告掲載サービス（以下「本

サービス」といいます。）の利用に関する条件を定めるものです。本規約は、本サービスを利

用するすべての契約者（第 3 条に規定します。）に適用されます。契約者は、本サービスを利

用する前に、本規約をよくお読みください。 

 

 

第1条 （本規約への同意） 

契約者は、本規約に同意の上で、本規約に従って本サービスを利用するものとします。

本サービスに関して当社と契約者との間で別途合意した申込書、契約書、規約、覚書等

に規定する内容は、契約者との間で本規約の一部を構成するものとします。 

 

第2条 （本規約の変更） 

1. 当社は、当社の裁量により、本規約を変更することができるものとします。 

2. 当社は、変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイトへの掲載その他

の当社所定の方法により契約者に周知します。 

3. 変更後の本規約の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、当社が別

段の定めをした場合を除き、契約者は、本規約の変更に異議なく同意したものとみな

します。 

 

第3条 （用語の定義） 

本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

（1） 「掲載契約」とは、当社と契約者の間で締結し、本規約をその契約内容とす

る、本件広告の掲載契約を意味します。 

（2） 「掲載審査」とは、本サービスの利用希望者の申込内容及び広告内容につ

き、当社の定める基準に基づき掲載可否を判断する審査を意味します。 

（3） 「契約者」とは、当社に本サービスの提供を申し込み、当社がその申し込み

を承諾した法人、機関等を意味します。 

（4） 「広告データ」とは、本件広告のグラフィックデータ、テキスト内容等の広

告素材を意味します。 

（5） 「当社広告媒体」とは、当社が運営するウェブサイト、当社が運営するサー

ビスのプロモーションを主たる目的として制作された紙媒体、当社が運営する

サービスの公式 SNS への投稿等を意味します。 
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（6） 「本件広告」とは、本規約に基づき当社広告媒体に掲載する契約者の広告を

意味します。 

 

第4条 （掲載審査） 

契約者は、当社の定める方法により本件広告の掲載審査を受けるものとします。本件広告

又は本件広告のリンク先の内容が次の各号のいずれかに該当する場合、もしくはその可能

性があると当社が判断した場合、本件広告の掲載をお断りさせていただくことがあります。

この場合、当社はその理由について一切開示義務を負いません。 

（1） 当社の提供するサービスと重複又は類似するサービスの広告である場合 

（2） 当社又は第三者の著作権及びその他の知的財産権、営業秘密又は名誉、肖像

権、 プライバシーその他の権利を侵害する場合 

（3） 社会秩序、公序良俗に反するもの、各種ハラスメント、ヘイトスピーチに該

当する場合 

（4） 法令及び公序良俗に違反する商品又はサービス等の告知、販売、斡旋等が行

われている場合 

（5） 虚偽、誇大、その他真偽が疑われると判断される表現を含んでいる場合 

（6） 広告主（責任の所在）が不明確な場合 

（7） その他、当社が不適切と判断する場合 

 

第5条 （契約の成立） 

1. 契約者は、前条に基づく掲載審査を経た本件広告につき、本規約をその契約内容と

することに同意したうえで、当社の定める掲載申込書（以下「申込書」といいま

す。）により掲載契約を申込むものとします。 

2. 当社は、当社所定の条件をみたす場合、前項に基づく申込みを承諾するものとしま

す。当社から契約者に対する申込の承諾の通知をもって、申込書記載の申込日に遡

って掲載契約が成立するものとします。なお、契約者は、当社が申込の承諾を通知

した後は、申込を撤回することはできないものとします。 

3. 前項の定めに基づき掲載契約が成立した後に申込書の記載事項に変更が生じた場

合、当社及び契約者は、書面（電子メールを含む）による合意をもって契約内容を

変更することができるものとします。 

4. 契約者は、本条第 1 項の申込にあたり、以下の各号に定める事項を当社に表明し、

確約するものとします。 

（1） 当社に提供した契約者情報の全部又は一部につき虚偽、誤記、又は記載漏れ

がないこと 

（2） 自らが反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その

他これに準ずる者を意味します。以下同じ。）でないこと、また、資金提供その
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他を通じて反社会的勢力等の維持、運営、経営に協力もしくは関与する等反社

会的勢力等との何等かの交流もしくは関与を行っていないこと 

（3） 当社及び当社広告媒体の名声、信用、評判の維持向上に努めるものとし、直

接及び間接を問わず、これらを毀損しないこと 

（4） その他前各号に準ずる行為をしないこと 

5. 申込書に本規約と異なる定めを置いた場合、申込書の定めが優先するものとします。 

 

第6条 （契約期間） 

掲載契約の契約期間は、申込日から申込書に定める掲載期間の終了日までとします。 

 

第7条 （契約者の責任） 

1. 契約者は、本件広告から当社広告媒体以外のウェブサイトにリンクを設定する場

合、又は当社広告媒体以外以外のウェブサイトの URL を本件広告に記載する場合、

当該ウェブサイトの運営者を表示するほか、当該ウェブサイトを当社広告媒体以外

であると誤認されることのないように必要な措置を講じるものとします。  

2. 契約者は、当社に対して本件広告、契約者の商品もしくはサービス等、又は第 1 項

のウェブサイトに関する苦情、問い合わせがあった場合、あるいはこれらに起因 し

て当社に損害賠償請求その他何らかの請求がなされた場合、契約者の責任と負担 に

おいてこれを処理・解決し、当該請求によって当社の被った損害を賠償するものと

します。 

 

第8条 （他社広告の掲載等） 

契約者は、当社が当社広告媒体において、当社自身が提供するサービス等を案内するこ

と、及び他の契約者の広告を掲載することをあらかじめ了承するものとします。 

 

第9条 （広告データの提出） 

1. 契約者は、当社の指定する日時までに、当社の指定する形態で広告データを提出する

ものとします。 

2. 当社は、契約者が提出した広告データの内容が不適当と判断した場合、契約者に対し

て当該広告データの修正を要請することができるものとし、契約者は当社指定の期日

までに修正した広告データを再提出するものとします。 

 

第10条 （広告データの変更） 

1. 契約者は、当社に提出した広告データの変更を希望する場合、当社にその旨を申し 

出るとともに、変更後の広告データを提出するものとします。  

2. 当社は、合理的な理由がある場合、前項の変更申し出を拒絶できるものとします。 
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3. 当社が第 1 項の変更申し出を受け入れた場合、変更後の広告データについては、前

条の定めが適用されるものとします。 

4. 契約者は、変更後の広告データの審査及び広告データの変更作業に伴い当社に発 生

した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払条件については、別途協 

議のうえ定めるものとします。 

 

第11条 （本件広告の掲載） 

1. 当社は、申込書に定める掲載条件に従い、本件広告を当社広告媒体に掲載するものと

します。  

2. 当社は、申込書に特に定められていない範囲において、本件広告の掲載位置を調整す

る権限を有するものとします。  

3. 契約者は、当社が当社広告媒体に本件広告を掲載するにあたり、データフォーマッ 

トの変更、サイズ調整等、外観を著しく変更しない範囲において、広告データを改変 

することを許諾するものとします。 

4. 当社の責めに帰すべき事由により本件広告の掲載を中断する場合は、契約者と協議す

ることにより対応を決定するものとします。 

 

第12条 （再委託） 

当社は、本サービスにかかる業務の全部又は一部を第三者に委託することができるもの

とします。 

 

第13条 （掲載料金） 

1. 契約者は、申込書に記載の条件に従い、本件広告の掲載料金に消費税及び地方消費税

相当額を加えた金額を当社に支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担

とします。 

2. 契約者が、第 1 項の支払いを遅延した場合、当社は契約者に対し、遅延日数に応じて

年利 14.6％の遅延損害金を請求することができるものとします。 

3. 契約者の都合により契約期間が短縮された場合、当社は受領した掲載料金を返金しな

いものとします。 

 

第14条 （本規約違反に対する措置等） 

1. 当社は、契約者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は

催告することなく、当該契約者について本件広告の掲載を一時的に停止し、又は掲載

契約を解除することができます。 

 １回でも掲載料金の支払いを遅延した場合その他本規約のいずれかの条項に

違反した場合 

 契約者が当社に提供した情報に虚偽の事実があることが判明した場合 
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 当社、他の契約者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は

方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合 

 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合 

 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若

しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合 

 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 

 租税公課の滞納処分を受けた場合 

 当社からの連絡に対して応答がない場合 

2. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責

任を負いません。 

3. 契約者は、第１項各号のいずれかの事由に該当した場合には、当社に対する一切の金

銭的債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に支払うものとします。 

 

第15条 （損害賠償） 

1. 契約者は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損

害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償するものとします。 

2. 契約者が、本サービスに関連して他の契約者その他の第三者からクレームを受け又は

それらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するととも

に、契約者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に

基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。 

3. 契約者による本サービスの利用に関連して、当社が、他の契約者その他の第三者から

権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、契約者は当該請求に基づ

き当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償するものとします。ただし、

当社の故意又は重過失に起因する場合はこの限りではありません。 

 

第16条 （機密保持） 

1. 契約者及び当社は、本サービスの利用に関し、相手方から開示された機密情報を第三

者に開示又は漏洩してはなりません。なお、機密情報とは、文書、電磁的データ、口

頭その他形式の如何を問わず、又は秘密の表示若しくは明示又はその範囲の特定の有

無にかかわらず、本サービスの利用に関して開示された相手方の技術上、営業上又は

経営上の情報をいいます。 

2. 次の各号の情報は、機密情報に該当しないものとします。 

 開示を受けた時、既に所有していた情報 

 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由

により公知となった情報 

 開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報 

 開示された機密情報によらず独自に開発し又は創作した情報 
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 法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された情報 

3. 契約者及び当社は、機密情報を本サービスの提供・改善のため必要のある役職員（雇

用契約、委任契約又は業務委託契約等の契約形態を問わず自己の業務に従事する者を

いいます。）、共同研究者、業務委託先、外部アドバイザー等であって機密保持義務を

負う者にのみ開示できるものとし、かつ開示目的以外の目的には使用しないものとし

ます。 

4. 契約者及び当社は、本サービスの終了、本サービス利用契約の解約その他の事由によ

り本サービス利用契約が終了した場合、相手方の指示に従い機密情報を速やかに返還

又は廃棄します。なお、廃棄にあたっては、機密情報を再利用できない方法をとるも

のとします。 

 

第 17 条（知的財産権の帰属） 

1. 契約者及び当社は、本サービスを構成する一切の発明、考案、意匠、著作物（当社が

契約者の依頼を受けて契約者のために作成する本件広告等の著作物及び本件掲載後の

レポートを含みます。）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示

するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報に関する、

特許権、実用新案権、意匠権、著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利

を含みます。）、商標権を含む一切の権利が当社に帰属することを確認します。 

2. 契約者は当社に対し、提供した広告データについて、適法な権利を有していること、

及び第三者の権利を侵害していないことについて、当社に表明し、保証するものとし

ます。 

3. 契約者は、広告データについて、当社に対し、世界的、非独占的、無償、サブライセ

ンス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行に関す

るライセンスを付与するものとし、当社及び当社から権利を承継した者に対して著作

者人格権を行使しないものとします。 

  

第17条 （本サービスの変更・停止等） 

1. 当社は、契約者に事前に通知することなく、本サービスの内容（掲載料金を含みま

す。）の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。ただし、当該

変更又は追加によって、変更又は追加前の本サービスのすべての機能・性能が維持さ

れることを保証するものではありません。 

2. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用の全部又は一部を停

止又は中断することができるものとします。この場合において、当社は契約者に対し

て、できる限り事前に通知するよう努めるものとします。 

 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又

は緊急に行う場合 

 コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合 
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 火災、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなっ

た場合 

 その他、当社が本サービスの停止又は中断を必要と合理的に判断した場合 

3. 当社は、本条により契約者に生じた不利益、損害について責任を負いません。 

 

第18条 （保証の制限及び免責） 

1. 当社は、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する効果・有用性を

有すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありませ

ん。 

2. 契約者は自己の責任において本サービスを利用するものとし、当社は、契約者による

本サービスの利用に起因して契約者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負い

ません。 

3. 本サービス又は当社広告媒体に関連して契約者と他の契約者又は第三者との間におい

て生じた取引、連絡、紛争等について、当社は一切責任を負いません。 

 

第19条 （反社会的勢力の排除） 

1. 契約者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過

しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特

殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下「暴力団員等」という。）に該当し

ないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても

該当しないことを確約します。 

（1） 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

（2） 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

（3） 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を

有すること 

（4） 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしてい

ると認められる関係を有すること 

（5） 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有すること 

2. 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行

わないことを確約します。 

（1） 暴力的な要求行為 

（2） 法的な責任を超えた不当な要求行為 

（3） 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（4） 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相

手方の業務を妨害する行為 
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（5） その他前各号に準ずる行為 

3. 契約者又は当社が、暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項

各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して

虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対して何らの催告をすることなく

掲載契約を解除することができるものとします。 

4. 契約者及び当社は、前項により掲載契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたと

してもこれを一切賠償する責任はないものとします。 

 

第20条 （連絡・通知） 

本サービスに関する問い合わせその他契約者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約

の変更に関する通知その他当社から契約者に対する連絡又は通知は、電子メールその他当

社の定める方法で行うものとします。通知は、当社からの発信によってその効力が生ずる

ものとします。 

 

第21条 （地位の譲渡等） 

契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、掲載契約上の地位又は本規約に基づく権利

若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることは

できません。 

 

第22条 （分離可能性） 

1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断とされた場合であっ

ても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効

かつ執行力を有するものとします。当社及び契約者は、当該無効若しくは執行不能と

された条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとと

もに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。 

2. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある契約者との関係で無効又は執行不能と

判断された場合であっても、他の契約者との関係における有効性等には影響を及ぼさ

ないものとします。 

 

第23条 （不可抗力） 

当社は、天災、法令・規則の制定・改廃、その他の不可抗力によって本サービスの履行が

妨げられた場合には、掲載契約その他の一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によっ

て本件広告の掲載が中断された期間が 6 時間以内の場合は、契約者に生じた損害について

一切の責任を負担しません。 

 

第24条 （協議解決） 
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当社及び契約者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、

互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。 

 

第25条 （準拠法及び合意管轄） 

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額

に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 

附則 

 

2019 年 6 月 17 日 制定・施行 

2024 年 9月 1 日改定 ※株式会社ＵＳＥＮ Ｍｅｄｉａの飲食店向けグルメサイト関連事業

を株式会社ＵＳＥＮが吸収合併により承継 

2026 年 3 月 12 日改定 


